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Ⅰ 基本方針 

 １ 計画相談支援事業の基本方針（指定基準より抜粋） 

（１）利用者又は障害児の保護者（以下「利用者等」という。）の意思及び人格を尊重し、常に当該

利用者等の立場に立って行われるものでなければならない。 

（２）利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行われるものでな

ければならない。 

（３）利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保

健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス（以下「福祉サービス等」という。）が、多様な

事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 

（４）利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者

に不当に偏ることのないよう、公正中立に行われるものでなければならない。 

（５）市町村、障害福祉サービス事業を行う者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業

者、その他の関係者との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めなけれ

ばならない。 

（６）利用者が指定計画相談支援を利用することにより、地域の教育、就労等の支援を受けることが

できるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての者が共生することができるよう、地

域社会への参加や包摂の推進に努めるとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に

配慮しつつ、利用者の希望を踏まえて障害者支援施設、精神科病院等から地域生活への移行の推

進に努めなければならない。 

（７）自らその提供する指定計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（８）利用者の人権の養護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に

対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

（９）指定計画相談支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うと

ともに、福祉サービス等を提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

 

 ２ 障害児相談支援事業の基本方針（指定基準より抜粋） 

（１）障害児又は障害児の保護者（以下「障害児等」という。）の意思及び人格を尊重し、常に当該

障害児等の立場に立って行われるものでなければならない。 

（２）障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行われるものでな

ければならない。 

（３）障害児の心身の状況、その置かれている環境等に応じて障害児等の選択に基づき、適切な保

健、医療、福祉、教育等のサービス（以下「福祉サービス等」という。）が、多様な事業者か

ら、総合的かつ公立的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 

（４）当該障害児等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害児通所支援事業を行う

者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行われるものでなければならない。 

（５）市町村、障害児通所支援事業を行う者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善

及び開発に努めなければならない。 
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（６）障害児が指定障害児相談支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けること

ができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、障害

児の地域社会への参加や包摂の推進に努めなければならない。 

（７）自らその提供する指定障害児相談支援の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

（８）当該指定障害児相談支援事業所を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要

な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければな

らない。 

（９）指定障害児相談支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行う

とともに、福祉サービス等を提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

 

 指定基準 

１ 人員に関する基準 

（１）従業者 

事業所ごとに、必ず１人以上の相談支援専門員を置く必要があります。 

相談支援専門員の配置人数は１ヶ月平均※１の利用者の数が３５件に対して１人を標準としてい

るため、利用者の数※２が３５件またはその端数を増すごとに増員することが望ましいとされてい

ます（常勤、非常勤いずれも可）。 

相談支援専門員は、原則としてサービス提供時間帯（相談支援専門員の当該事業所での勤務時

間）を通じて当該サービス以外の職務に従事することはできません（専従）。 

ただし、業務に支障がない場合は、当該事業所の他の業務（管理者等）又は併設する他の事業

所・施設等の業務に従事することができます。指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事

業所、指定一般相談支援事業所、指定自立生活援助事業所の業務については、業務に支障がない

ものとして兼務が可能です。 

なお、相談支援専門員が、障害福祉サービス等の業務を兼務する場合は、障害福祉サービス事

業所等との中立性の確保や、異なる視点での検討が欠如しかねないことから、一定の要件※３に該

当する場合を除き、当該障害福祉サービス事業所を利用する者のモニタリングを実施することは

できませんので、ご留意ください。 

※１ 「１ヶ月平均」とは、当該月の前６月間の利用者の数を６で除して得た数をさす。 

※２ 「利用者の数」とは、指定サービス利用支援または指定継続サービス利用支援を提供した計

画相談支援対象者等の数をさし、事業所が指定特定相談支援事業所と指定障害児相談支援事業

所を一体的に運営している場合は、指定障害児支援利用援助または指定継続障害児支援利用援

助を提供した障害児相談支援対象保護者の数についても含めた数をさす。 

※３ 「一定の要件」とは、次の３つのことをさす。 

① 身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合 

② 支給決定又は支給決定の変更によりサービス内容に著しく変動があった者のうち、当該支給 

決定等からおおむね３か月以内の場合（サービス利用支援とその直後の継続サービス利用支 

援は一体的な業務であること、また、指定特定相談支援事業者の変更に当たっては利用者が 

別の事業者と契約を締結し直すことが必要となるため、一定期間を猶予する。） 
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③ その他市町村がやむを得ないと認める場合 

 

 （２）相談支援員 

事業所は、要件※１をすべて満たす場合に相談支援員を置くことができます。 

相談支援員は、原則としてサービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事するこ

とはできません（専従）。 

ただし、業務に支障がない場合は、上記（１）と同様の兼務が可能です。 

※１ 「要件」とは、次の３つのことをさす。 

 ① 配置される相談支援員が社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有していること 

 ② 当該事業所が機能強化型サービス利用支援費の算定要件を満たしていること 

 ③ 当該事業所に配置される主任相談支援専門員により、相談支援員に対して指導及び助言

が行われる体制が確保されていること 

    

（３）管理者 

管理者は、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとします。 

ただし、当該事業所の管理業務に支障がないときは、当該事業所の他の業務や、併設する事業

所の業務等を兼ねることができます。また、指定特定相談支援事業所と指定障害児相談支援事業

所の業務を兼務する場合については、管理業務に支障がないものとして認めています。 

なお、管理者は必ずしも相談支援専門員である必要はありません。 

 

 

ア 相談支援専門員 

相談支援専門員は、障がい特性や当事者の生活実態に関する知識と経験が必要となることか

ら、「実務経験」と「相談支援従事者研修の受講」が要件となっています。「実務経験」を有す

る方が、都道府県等の実施する相談支援従事者初任者研修を受講し修了すると、相談支援専門

員になることができます。相談支援専門員の業務を継続するには、５年に１回以上、相談支援

従事者現任研修を受講する必要があります。 

「実務経験」の詳細については「指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長

官及び厚生労働大臣が定めるもの（平成２４年３月３０日厚生労働省告示第２２７号）」を参

照してください。 
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現任研修受講時期の考え方（東京都心身障害者福祉センター資料参照） 

起点 現任研修 第１期間 

初任者研修 この間に、現任研修を１回以上修了 

○年度 ○＋１年度 ○＋２年度 ○＋３年度 ○＋４年度 ○＋５年度 

 

現任研修 第２期間 

この間に、現任研修等を１回以上修了 

○＋５ 

＋１年度 

○＋５ 

＋２年度 

○＋５ 

＋３年度 

○＋５ 

＋４年度 

○＋５ 

＋５年度 

※第３期間、第４期間…と繰り返すことで、相談支援専門員としての資格が

更新されます。 

 

 

イ 用語の整理 

 （ア）常勤 

指定障害福祉サービス事業所等における勤務時間が、当該指定障害福祉サービス事業所等

において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時間数が３

２時間を下回る場合は３２時間を基本とする。）に達していることをいう。 

ただし、母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じ

られているものについては、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合

は例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を３０時間として取り扱うことを可能とする。 

 （イ）専従・専ら従事する・専ら提供にあたる 

原則として、サービス提供時間帯を通じて指定障害福祉サービス等以外の職務に従事しな

いことをいう。この場合のサービス提供時間帯とは、従業者の指定障害福祉サービス事業所

等における勤務時間をいい、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。 

 

 

２ 設備及び備品等 

事業を行うためには、必要な広さの区画を有するとともに、相談支援の提供に必要な設備及び備

品等を備えていなければなりません。具体的には、以下の点に留意してください。 

（１）事務室 

事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいとされてい

ますが、他の事業と同一の事務室を使用する場合は、相談支援事業所としての事務室であると区

別又は特定されていれば差し支えありません。 
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（２）受付等のスペースの確保 

利用申し込みの受付、相談、サービス担当者会議等に対応するために適切なスペースを確保す

るものとし、相談のためのスペース等は利用者等が直接出入りできるとともに、相談内容が周囲

に聞こえにくいようにするなど、相談しやすい構造としてください。 

 

（３）設備及び備品等 

相談支援に必要な設備及び備品を確保する必要があります。 

ただし、他の事業所や施設等と同一敷地内にある場合で、当該事業又は他の事業所、施設等の

運営に支障がない場合は、共用とすることができます。 

 

    ※ 事務室又は区画、設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はな

く、貸与を受けているものであっても差し支えないものとされています。 

 

３ 運営に関する基準 

相談支援事業者は、利用者に対し適切な計画相談支援及び障害児相談支援（以下「計画相談支援

等」という。）を提供するため、あらかじめ利用申込者に対し相談支援事業所の運営規程の概要、

従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するため

に必要な重要事項について、利用者の障がい特性に応じて、適切に配慮されたわかりやすい説明書

やパンフレット等の文書を交付して、懇切丁寧に説明を行い、事業所から計画相談支援等の提供を

受けることに対して、申込者の同意を得なければならないこととされています。 

利用者との間で相談支援の提供に係る契約が成立した場合は、利用者の障がい特性に応じた適切

な配慮を行い、社会福祉法に基づく以下の内容を記載した書面を交付する必要があります。 

① 事業の経営者の名称及び主たる事業所の所在地 

② 事業の経営者が提供する指定計画相談支援等の内容 

③ 指定計画相談支援等の提供により利用者が支払うべき額に関する事項 

④ 指定計画相談支援等の提供開始年月日 

⑤ 指定計画相談支援等に係る苦情を受け付けるための窓口 

 

（１）業務継続計画の策定等 

感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して相談支援の提供を受けられるよ

う、相談支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（業務継続計画）を策定するとともに、業務継続計画に従い、従業者に対して、必要な研修及

び訓練（シミュレーション）を実施しなければならないこととされています。業務継続計画の策

定、研修及び訓練の実施については、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支え

ありません。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携して取り組むことが求めら

れることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが

望ましいとされています。 
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業務継続計画に記載する項目は以下のとおりです。各項目の記載内容は、「障害福祉サービス

事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「障害福祉サ

ービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照してください。なお、

感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではありません。 

ア 感染症に係る業務継続計画 

① 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

② 初動対応 

 ③ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

   イ 災害に係る業務継続計画 

① 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の

対策、必要品の備蓄等） 

② 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

③ 他施設及び地域との連携 

 

（２）衛生管理等              

    事業者は従業者の清潔の保持及び健康状態の管理並びに事業所の設備及び備品等の衛生的な管

理に努めなければならないこととされています。 

    また、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずることとさ

れています。具体的には次の３つの取り扱いとし、各項目について事業所に実施が求められるも

のでありますが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えないとされていま

す。 

① 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に実施する 

② 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する 

③ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する 

 

（３）虐待の防止のための措置に関する事項 

    「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成２３年法律第７９

号）において、障がい者虐待を未然に防止するための対策及び虐待が発生した場合の対応につ

いて規定していますが、より実効性を担保する観点から、事業者は利用者に対する虐待を早期

に発見して迅速かつ適切な対応が図られるための必要な措置について、あらかじめ運営規定に

定めることとされています。具体的には以下の内容をさします。 

① 虐待の防止に関する担当者を選定する 

② 成年後見制度の利用を支援する 

③ 苦情解決体制を整備する 

④ 従業者に対し、虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施する 

⑤ 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につい

て従業者に周知徹底を図る 

※ その他、基準等の詳細については、指定基準及び解釈通知をご確認ください。 
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ア 指定基準 

① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談

支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成２４年３月１３日  厚生労働省令第

２８号） 

② 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平

成２４年３月１３日  厚生労働省令第２９号） 

    イ 解釈通知 

① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相

談支援の事業の人員及び運営に関する基準について（平成２４年３月３０日 障発

０３３０第２２号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

② 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準につ

いて（平成２４年３月３０日 障発０３３０第２３号 厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部長通知） 

 

 

Ⅲ 指定申請 

１ 申請から事業開始までの流れ 

 事業者 足立区 東京都 国保連合会 

     

～月末 
指定申請書類 

提出 
受理   

  
指定申請書類 

審査 
  

  
事業所指定 

決定 
  

毎月 

15 日頃 
 

台帳登録 

依頼 
受理・確認  

   
事業所台帳 

情報伝送 
受領 

月末 受理 
指定通知書 

送付 
事業所番号付番  

1 日 事業開始 
 

 
  

 開始届提出  受理・確認 
 

 

  ※申請から指定までに２ヶ月程度かかりますので、余裕をもって手続きをお願いいたします。 

 



8 

 

２ 指定申請手続きについて 

（１）申請書類 

指定申請書類は、足立区のホームページからダウンロードして作成してください。 

    https://www.city.adachi.tokyo.jp/shogai/fukushi-kenko/shinshin/shiteshinse.html 

    健康・福祉＞障がいのある方のために＞事業者の方へ＞特定相談支援事業者・障害児相談支援

事業者の指定申請等 

 

  ア 様式等に係る留意事項 

様式名等 申請時の留意点等 

指定特定相談支援・指定障害児相

談支援の指定申請に係る書類一覧 

必要事項を記入し、添付書類等に漏れがないかを確認し

て、一緒に提出してください。 

様式第１号（その１）・別紙１ 

指定特定相談支援事業所 障害児

相談支援事業所 指定（更新）申請

書 

備考及びチェックシートを確認の上、記入してください。 

様式第１号（その２） 

指定特定相談支援事業所及び障害

児相談支援事業所の指定に係る記

載事項 

備考及びチェックシートを確認の上、記入してください。 

 

様式第１号（その３） 

他の事業所又は施設の従業者と兼

務する相談支援専門員について 

特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所、一般相談支

援事業所を除く他の事業所との兼務について記入してく

ださい。兼務される場合は、他の事業における人員配置基

準が満たされているかどうかも確認してください。 

定款、寄付行為及び 

登記事項証明書 

定款又は寄付行為については、申請に係る事業を実施す

る旨の認可がされている必要があります。 

定款及び登記事項証明書の変更が間に合わない場合は、

変更前の定款及び登記事項証明書（写しでも可）と定款

（又は登記事項証明書）変更誓約書を提出し、変更完了

後、速やかに変更後の定款及び登記事項証明書を提出し

てください。 

登記事項証明書は、申請日の３ヶ月以内に発行されたも

のを提出してください。 

参考様式１ 

事業所の平面図 

備考を確認の上、記入してください。 

相談支援事業で使用する、事務室・相談室等について、わ

かりやすく記入してください。 

参考様式２ 

備品等一覧表 

相談支援事業に係る備品について、記入してください。 
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様式名等 申請時の留意点等 

参考様式３ 

経歴書 

管理者及び相談支援専門員について、備考を確認の上、作

成してください。管理者が相談支援専門員を兼務する場

合は、１枚にまとめていただいて構いません。 

相談支援専門員で、社会福祉士等の資格をお持ちの方は、

資格取得を証する書類の写しを添付してください。 

相談支援従事者初任者（現任）研修の修了証書も添付して

ください。 

参考様式４ 

実務経験証明書 

注を確認の上、相談支援専門員について作成してくださ

い。原則、当時従事していた事業所の法人等が証明したも

のとしますが、既に当該事業所がなくなっている等、止む

を得ない事由で証明が困難な場合は、申請者が責任を持

って証明してください。 

参考様式５ 

実務経験見込証明書 

申請時において実務経験を満たしていない場合は、参考

様式４に代えて提出してください。 

注を確認の上、記入してください。 

運営規程 記載例を参考にご作成ください。 

参考様式６ 

苦情を解決するために講ずる措置

の概要 

担当者氏名、連絡先、具体的な対応方針等について記入し

てください。 

参考様式７ 

主たる対象者を特定する理由等 

様式第１号（その２）で主たる対象者を特定するとした場

合に、提出してください。特定しない場合は、提出の必要

はありません。 

別紙３ 

従業者の勤務の体制及び勤務形態

一覧表 

４週の合計、週平均の勤務時間、常勤換算後の人数に管理

者の勤務時間は含めないでください。 

兼務する場合は、兼務する事業所の一覧も作成し、提出し

てください。 

資産状況 

（賃借対照表・財産目録等） 

設立後まもなくで決算資料がない場合等は、通帳の写し

等を添付してください。 

就業規則 従業員数１０人以下で、就業規則を作成していない事業

所は、常勤職員の勤務時間に関する定め（始業時間、就業

時間、休憩時間、１週間の勤務時間、休暇等）を任意の様

式で作成してください。 
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様式名等 申請時の留意点等 

参考様式８ 

指定特定相談支援事業者の指定に

係る誓約書 

参考様式９ 

指定障害児相談支援事業者の指定

に係る誓約書 

参考様式１０ 

役員等名簿 

参考様式８・９・１０は一体のものです。 

参考様式１０の注を確認の上、記入してください。 

指定申請書類チェックシート チェック内容を確認し、一緒に提出してください。 

メールアドレス登録票  

 

   イ 定款の表記 

     「指定特定相談支援事業」「指定障害児相談支援事業」を開始する法人は、定款及び登記簿

謄本（登記事項全部証明書）に該当事業についての以下の例のとおり記載が必要になります。 

法人 指定特定相談支援事業 指定障害児相談支援事業 

社会福祉法人 特定相談支援事業の経営 障害児相談支援事業の経営 

医療法人 
障害者総合支援法に基づく特定相

談支援事業（事業所名・住所） 

児童福祉法に基づく障害児相談支

援事業（事業所名・住所） 

その他の法人 
障害者総合支援法に基づく特定相

談支援事業 

児童福祉法に基づく障害児相談支

援事業 

 

（２）申請書類の提出 

下記窓口で受付を行っておりますので、あらかじめ担当者と来庁日時の調整をお願いします。 

ご提出されました申請書類等の記載事項に不備があった場合は、再度提出をお願いすることに

なり、全ての書類が不備なく提出された時点で、正式に受理となります。申請書を受理した後

に、審査を行い、事業所指定の可否を判断します。審査の過程で、申請書類に疑義が生じた場合

は都度確認を行いますので、提出した申請書類は必ず控えを保管しておいてください。 

また、必要に応じて現地確認を行いますので、その際は対応をお願いします。 

    届出窓口 足立区役所北館１階 障がい福祉課 

 

３ 指定日について 

  指定日は、原則、指定申請書受理日の翌々月１日となります。 

  例）申請書類受理日：令和７年４月１日 

    指定日：令和７年６月１日 
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Ⅳ 指定後に必要な手続き等 

１ 事業開始届の提出 

事業を開始するにあたっては、指定申請とは別に、東京都へ事業開始届を提出する必要がありま

す。事業開始届の様式等につきましては、東京都障害者サービス情報に掲載されておりますので、

そちらをご確認の上、提出してください。 

 

２ 変更届出書の提出 

指定申請で届け出た事項に変更があった場合は、変更後１０日以内に「変更届出書」、「指定特定

相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定に係る記載事項」、関係書類を提出してくだ

さい。提出が必要な関係書類については、足立区ホームページに掲載されている「変更届出書添付

書類早見表」をご確認ください。 

また、相談支援専門員の変更・追加については、実務経験要件を満たしているかどうかを必ずご

確認ください。実務経験要件を満たしていない場合は、相談支援専門員として認めることができま

せん。ご不明な点がありましたら、電話等によりご相談ください。 

なお、変更届出書類は郵送でのご提出も可能です。 

 

３ 指定更新申請書の提出 

相談支援事業所の指定期間は６年です。指定期間終了後も事業を継続する場合は、期間終了日の

前月末日までに、更新の手続きが必要です。 

更新に必要な書類は、原則、指定申請書類と同じですが、一部提出不要な書類もあります。更新

時期に区から通知を送付いたしますので、通知をご確認いただき、対応をお願いいたします。 

 

４ 廃止・休止・再開届の提出 

事業を廃止、休止・再開する場合は、まず初めに障がい福祉課障がい施策推進担当へご連絡くだ

さい。詳しい状況等を確認させていただきます。廃止・休止の場合は１か月前まで、再開する場合

は１０日以内に「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。 

なお、現利用者が継続して事業の利用を希望している場合は、次の事業所を見つける必要があり

ます。事業所での支援内容や本人の希望等を確実に引継ぎ、利用者に不利益とならないよう十分に

留意してください。 

 

５ 体制加算等の算定に必要な手続きについて 

（１）届出が必要な体制加算等の概要 

  ア 基本報酬 

令和３年度の障害福祉サービス等報酬改定により、人員体制及び室の高い業務の実施体制を

評価する段階別の基本報酬（機能強化型）が創設されました。 

相談支援専門員の配置人数や事業所の取り組み内容に応じて「機能強化型（継続）サービス

利用支援費Ⅰ～Ⅳ」の算定が可能です（障害児相談支援も同様）。 

    算定要件は留意事項通知又は足立区ホームページでご確認ください。 
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  イ 体制加算 

  （ア）より高い専門性が求められる利用者を支援する体制を有していることを評価する加算 

① 行動障害支援体制加算（Ⅰ・Ⅱ） 

     ② 要医療児者支援体制加算（Ⅰ・Ⅱ） 

     ③ 精神障害者支援体制加算（Ⅰ・Ⅱ） 

     ④ 高次脳機能障害支援体制加算（Ⅰ・Ⅱ） 

  （イ）常勤専従の主任相談支援専門員を 1 人以上配置することを評価する加算 

     ⑤ 主任相談支援専門員配置加算（Ⅰ・Ⅱ） 

  （ウ）障害者ピアサポート研修を修了した相談支援専門員等を配置すること等を評価する加算 

     ⑥ ピアサポート体制加算 

  （エ）地域生活支援拠点等の相談機能として必要な相談支援を提供することを評価する加算 

     ⑦ 地域生活支援拠点等に関する加算 

⑧ 地域体制強化共同支援加算 

⑨ 地域生活支援拠点等機能強化加算 

 
（２）届出に必要な書類 

加算等 必要書類 

機能強化型（継続）サービス利用支

援費（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ） 

機能強化型（継続）障害児支援利用

援助費（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ） 

 計画相談支援・障害児相談支援事業における体制等に関

する届出書 

 機能強化型（継続）サービス利用費・機能強化型（継続）

障害児支援利用援助費に関する届出書 

 取扱件数積算表 

 その他添付資料 

行動障害支援体制加算Ⅰ・Ⅱ 

要医療児者支援体制加算Ⅰ・Ⅱ 

精神障害者支援体制加算Ⅰ・Ⅱ 

高次脳機能障害体制加算Ⅰ・Ⅱ 

 計画相談支援・障害児相談支援事業における体制等に関

する届出書 

 体制加算届出書 

 その他添付資料 

主任相談支援専門員配置加算Ⅰ・Ⅱ 

 計画相談支援・障害児相談支援事業における体制等に関

する届出書 

 主任相談支援専門員配置加算届出書 

 その他添付資料 

ピアサポート体制加算 

 計画相談支援・障害児相談支援事業における体制等に関

する届出書 

 ピアサポート体制加算届出書 

 その他添付資料 

地域生活支援拠点等に関する加算 

 計画相談支援・障害児相談支援事業における体制等に関

する届出書 

 地域生活支援拠点等に関連する加算の届出 

 地域生活支援拠点等にとして位置付けられていること

を証明できる運営規程 
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加算等 必要書類 

地域体制強化共同支援加算 

 計画相談支援・障害児相談支援事業における体制等に関

する届出書 

 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録届出書 

 地域体制強化共同支援記録書 

地域生活支援拠点等機能強化加算 

 計画相談支援・障害児相談支援事業における体制等に関

する届出書 

 地域生活支援拠点等機能強化加算に関する届出書 

 地域生活支援拠点等にとして位置付けられていること

を証明できる運営規程 

 地域生活支援拠点等コーディネーターの配置状況 

 
（３）加算等届出書の提出期限 

上記（２）に記載の届出書の提出期限は毎月１５日となります。１５日までに届出された場合

は、翌月から加算等の算定が可能です。 

   例）届出書受理日：令和７年４月１５日 ➡ 加算等算定開始日：令和７年５月１日 

     届出書受理日：令和７年４月２０日 ➡ 加算等算定開始日：令和７年６月１日 

   ※加算等の届出書は郵送での提出も可能です。 

 

Ⅴ 業務管理体制の整備 

平成２２年の障害者自立支援法等の改正により、平成２４年４月１日から、指定障害福祉サービ

ス事業者、指定障害者支援施設等の設置者、指定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者等、

指定障害児入所施設等の設置者及び指定障害児相談支援事業者（以下「事業者」という。）は、法令

遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制の内容は指

定を受けている事業所又は施設（以下「事業所等」という。）の数に応じて定められており、また業

務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。 

   届出に関する詳細は、足立区ホームページに掲載されている「業務管理体制整備の手引き」をご

確認いただき、適切にご対応ください。 

 

Ⅵ 参考通知等 

相談支援事業所の運営、各種報酬請求にあたり、以下の通知等を必ずご確認ください。 

① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービ

ス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実

施上の留意事項について（平成１８年１０月３１日 障発第１０３１００１号 厚生労働省

社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

② 令和３年度障害福祉サービス等報酬改定等に関する Q&A  

③ 計画相談支援等に係る令和３年度報酬改定の内容等及び地域の相談支援体制の充実・強化に

向けた取組について（令和３年３月３１日 障障発０３３１第 7 号 厚生労働省社会・援護

局障害保健福祉部障害福祉課長通知） 



14 

 

④ 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関する Q&A  

⑤ 相談支援に関する Q&A（令和７年３月１８日） 
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★問い合わせ先・提出先★ 

足立区 福祉部 障がい福祉課 障がい施策推進担当 

〒１２０－８５１０ 足立区中央本町１－１７－１北館１階 

ＴＥＬ：０３－３８８０－５４０７（直通） 

ＦＡＸ：０３－３８８０－５７５４ 

E-Mail：s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp 


